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標準処理期間　計
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1 申出
必要事項の記載及び、参考資料を作成の上、該当家屋
の所在する区の都税事務所へ申出を行う。

作成部署 主税局資産税部固定資産評価課家屋担当     　電話０３（５３８８）３０１１
人の居住の用に供する専有部分の床面積割合補正方法申出書
（条例124条の２の２第２項関係）

3
承認・不承
認の通知

当該家屋の区分所有者全員に対して、承認又は不承認
を通知する。

2 審査
提出された申出書の記載漏れがないか確認する。また、
参考書類等を確認のうえ、申出があった専有部分の床面
積の割合の補正の方法が適当であるか審査する。

審査

※該当家屋の規模によって審査に係る日数は前後します。また、申し込み時期等によっても前後します。

都
税
事
務
所
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